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経済 論叢(京 都大学)第153巻 第1・2号,1994年1・2月

追 加 償 却 会 計 お よ び

取替原価償却会計の二極分化傾向

藤 井 桀噛豪

1は じ め に

本稿 の対 象は,第2次 世界大戦後間 もない1947年 か ら1949年 にか けて,ア メ

リカ大企業 の一部で行なわれた有形固定資産 の取替費補充 を目的 とした減価償

却政策である。

別稿Dで 紹介 したように,有 形 固定資産の取替費補 充を目的 として,1947年

には,加 速償却方式,追 加償却方式,取 替原価償却方式,利 益処分方式,お よ

び剰 余金処分方式 の5つ の減価償却政策が試 みられた。 ところが,1948年 か ら

1949年 にか けて,当 初の5つ の減価償却政策が2つ の減価償却政策 に,つ ま り,

加速償却方式 と剰余金処分方式 とに,概 ね,収 斂 してい く傾 向が見 られた。 こ

の傾 向の中には,追 加償却方式 と取替原価償却方式 とが加速償却方式 と剰余金

処分方式 とに二極分化 する側面 と,利 益処分方式が加速償却方式 と剰余金処分

方式 とに二極分化する側面 とが含まれていた。5つ の減価償却政策の詳 しい内

容お よび利益処分方式が二極分化す る側 面についての分析 は別稿2)で 示 した通

りである。,

1)拙 稿 「戦 後 アメ リカ大企 業 にお け る減価償 却政策 の展開一 加速償却 会計 と追加償却 会計 の事

例研 究一 」会計 第142巻 第5号,1992年11月 。

2)拙 稿 「戦後 ア メ リカ大企業 にお ける減価償却 政策の 展開一 加速償却 会計 と追加償却 会計 の事

例研究一 」 会計第142巻 第5号,1992年11月 。「追加償却 会計 と取替原価償 却会計 」経 済論叢 第

148巻4・5・6号,1991年10・11・12月 。「利益処 分会 計 と剰 余金処 分会計 」経済論 叢第149巻1・

2・3号,1992年1・2・3月 。 「利 益処 分 会 計の 二極 分化 傾 向」経 済 論叢 第151巻1・2・3号
,

1993年1・2・3月 。



80(80)第153巻 第1・2号

本稿の課題 は,有 形 固定資産の取替費補充を 目的 として試み られ た5つ の減

価償却政策の うち,追 加償却方式 と取替原価償却方式 とが加速償却方式 と剰余

金処分方式 とに二極分化 した原因を明 らかにす ること,お よび,有 形固定資産

の取替費補充を 目的 とした減価償却政策が何故5つ の形態 を採 った のか,つ ま

り,有 形固定資産の取替費補充を 目的 とした減価償却政策の多様性の原因を明

らか にす ることにある。

そこで,本 稿では,前 半部分で,追 加償却方式 と取替原価償却方式 とが二極

分化 した原 因 と して,会 計研 究公報 第33号 「減価償却 と高原価」(1947年12

月)'〕を取 り上げ る。追加償却方式および取替原価償 却方式の二極分化 は,別

稿4}で 論 じた利益処分方式の二極分化 の場合 とは異な り,公 報 第33号 における

アメリカ会計士協会の二元的 な態度 に主 な原 因があ った と考 えられ る。利益処

分方式の二極分化の場合には,ア メ リカ会計士協会 の態度 の他 に,も う一つ,

個別企業 による追加償却費の位置づけ も原因と考 え られた。 しか し,追 加償却

方式や取替原価償 却方式 の場合には,そ れ らを採用 したすべての企業が,追 加

償却費 を収益賦課 と位置づ けていたか ら,追 加償却方式や取替原価償却方式の

二極分化の場合には,ア メ リカ会計士協 会の態度が主な原因 と考 えられたので

ある。

そ して,後 半部分では,有 形固定資産の取替費補充 を目的 とした減価償却政

策が何故5つ の形態を採 ったのか,つ ま り,有 形固定資産の取替費補充策の多

様 性 の原 因 と して,公 報 第34号 「リザー ヴ とい う用語 の使い 方 につ い て」

(1948年10月)5)を 取 り上 げ る。有 形固定資産 の取替 費補充策 の多様性 は,リ

ザーヴとい う用語の多様な使われ方 と深 い関連があ った と考 えられ る。

3)'DepreciationandHighCosts',AccountingResearchBULLETINS,Na33,Dee.1947.

4>拙 稿 「利 益 処 分 会 計 の 二 極 分 化 傾 向 」 経 済 論 叢 第151巻1・2・3号,1993年1・2・3月 。

5>RecommendationofCommitteeonTerminology`UseofTerm「`Reserve"',AccountingRe-

searchBULLETINS,No.34 ,0ct.1948.
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11追 加償却方式および取替原価償却方式の二極分化の原因

〔会計研究公報第33号 〕

さて,別 稿δ)で紹介 したように,有 形固定資産 の取替費補充を 目的 として試

み られた5つ の減価償却政策の うち,追 加償却方式および取替原価償却方式 は,

加速償却 方式 と剰余金処分方式 とに二極分化 してい った と考 えられる。 この追

加償却方式 および取替原価償却方式 の二極分化傾向については,1947年12月 に

ア メ リカ会 計 士協 会が 公 表 した会計 研 究公 報 第33号 「減価償 却 と高 原価

(DepreciationandHighCosts)」 が主 な原 因 として考 えられ る。

す なわち,公 報第33号 では,有 形 固定資産の取替費補充を 目的 として試み ら

れた多様 な減価償却政策の うち,加 速償却方式,追 加償却方式,お よび取替原

価 償却方式 の3つ の補充策について検討 した。 この中で,ア メリカ会計士協会

は,有 形 固定資産の取替費補充策 としては,純 利益 または剰余金の年次処分 を

勧告 しつつ,追 加償却方式 と取替原価償却方式 とを否認 し,加 速償却方式を容

認 した。純利益 または剰余金処分 は利益賦課であ るが,追 加償却や取替原価償

却および加速償却は収益賦課である。前者 は,追 加償却費 を利益 決定か ら除外

する方法であるのに対 して,後 者 は,追 加償却費を利益決定に関与 させ る方法

である。だか ら,ア メ リカ会計士協会 は,個 別企業による有形固定資産の取替

費補充要 求に対 して二元的な態度を示 した と考 え られ る。 こうしたアメ リカ会

計士協会の態度 の結果 を受 けて,追 加償却方式 および取替原価償却方式 を試み

た企業は,加 速償却方式 と剰余金処分方式 とに二極分化 してい った と考 えられ

るのである。

以下に公報第33号 の全文 を紹介す るが,そ の前に,こ の公報 の私な りの解釈

につ いて詳 しく論 じてお きたい。公報 第33号 の文面は,非 常 に簡潔であ るが,

反面,非 常 に抽象的で,誤 りを恐れ ない推論な しに読解す ることは不可能だか

らである。

6)拙 稿 「追加償却会計と取替原価償却会計」経済論叢第148巻4・5・6号,1991年10・11・12月。
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まず,公 報第33号 の 目的が,加 速償却方式,追 加償却方式,お よび取替原価

償却方式 との3つ の形態の検討 にあ ったという解釈についてであ る。公報第33

号の文面では,以 下 に見るように,2つ の実務が検討課題 となっている。

「会計手続委員会 は,最 近にな って,当 期収益 に対 して,(1は り高い物価時

で の取 替に備 えて,生 産設備 の原価 に基づ く減価償却費 を超 える額 を賦課 し

た り,あ るいは,(2)「 合理的な」見積額を超え る建 設時価 の一部また は全 部

を表 している,最 近取得 された新規設備原価 の一部 を賦課 した りす る実務 の

妥 当性 に関す る会員宛声明の公表 を認めた。」

この うち,前 者 の 「より高い物価時での取替 に備 えて,生 産設備の原価 に基

づ く減価償却費を超え る額 を賦課」す る実務 とい う箇所 を,私 は,追 加償却方

式 および取替原価償却方式 に言及 している箇所 と解釈 した。なぜ なら,追 加償

却方式および取替原価償却方式は,い ずれ も,取 得原価 に基づ く減価償却費に

追加 して減価償却費を計上する方法だか らであ る。

また,後 者 の 「「合理的な」見積額 を超 える建設 時価の一部または全部 を表

している,最 近取得 された新規設備原価 の一部 を賦課」す る実務 とい う箇所 を,

私 は,加 速償却方式 に言及 している箇所 と解釈 した。 なぜ なら,加 速償却方式

は,一 般 に,戦 後に導入 された新規設備 に適用されていたか らで ある。

次 に,公 報第33号 が,純 利益 または剰余金の処分 を勧告 しつつ,追 加償 却方

式 および取替原価償 却方式 とを否認 し,加 速償却方式を容認 した と解釈 した点

についてであ る。公報第33号 の当該箇所は以下の通 りであ る。

「3.委 員会 は,生 産設備の原価 と時価 との間に甚だ しい乖離があ る場 合に,

経営者が,高 物価時での取替を考慮 して,純 利益 または剰余金の年次処分 を

行 うことは全 く適切だ と考えてい る。」

「6.委 員会 は,現 在の物価水準によって引 き起 こされ た過度 なまたは異常

な原価 を表す と考 えられる額 を,当 期収益に賦課 し,設 備原価 を直接的 に切

り下げ る事 には不賛成である。 しか しなが ら,委 員会は,通 常以下 の耐用年

数 を持つ設備 については,経 済的有用性に関連 した系統だった基準 に基づ い
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て適 切 に償 却 さ れ うる とい う事 実 に注 意 を喚起 す る もので あ る。」

第3節 が,純 利 益 また は剰余 金 の処 分 を勧 告 した箇 所 で あ る と考 え られ るの

で あ るが,こ の箇 所 を 「勧 告」 と解釈 した の は,公 報 第33号 の公 表 に先 立 って

ジ ャー ナ ル ・オブ ・ア カウ ンタ ンシー に公 表 され た特 別 声明 で,会 計手 続委 員

会 が,明 白 に 「勧 告」 と表現 して い るか らで あ る。 また,公 報 第33号 の翌年 に

公 表 された 公報 第35号 「利 益 お よび利益 剰 余 金 の表示 」 の内 容か ら も,会 計 手

続 委 員 会が,有 形 固定 資 産 の取 替費 補充 策 と して,純 利益 また は剰余 金 の処 分

を勧 告 し,取 替 費補 充 費 を純 利益 決 定か ら除外 すべ きだ と考 えて い た こ とが 明

らか で あ る7)。第6節 は二 つ の文 章 に 分 かれ てお り,前 者 が,追 加 償 却 方式 お

よび取 替原 価 償 却方 式 を否 認 した箇所 で あ り,後 者 が,加 速 償 却方 式 を容 認 し

た箇 所 だ と考 え られ るので あ る。

特 別声 明 の当該 箇所 は以 下 の通 りで あ る

「償却 性 資 産 の取替 に対 す る経営 者 の責 任 が認 識 され てい る。減価 償 却 は引

き続 き原 価 に基 づ い て行わ れ るべ きであ る とい う勧 告 が な され た 。客 観 的基

準 の放 棄 が望 ま しくない と言 わ れた 。勧 告 され た方 向 は,利 益 また は剰余 金

の 処 分 で あ り,収 益 賦 課 で は な い 。(Management'sresponsibilityforre・

placementofdepreciableassetsisrecognized.Recommendationismade

thatdepreciationcontinuetobetakenoncost.Undesirabilityofabandoning

objectivestandardsiscited.Recommendedcourseisappropriationofin.

comeorsuplus,notchargestoincome,)」 臼〕

公 報 第33号 の全 文 は以 下 の通 りであ る。

「会計 手 続委 員会 は,最 近 にな って,当 期 収益 に対 して,(1)よ り高 い 物価 時

で の取 替 に備 えて,生 産 設備 の原価 に基 づ く減価 償却 費 を超 え る額 を賦 課 し

の`PresentationofIncomeandEarnedSurplus',AccountingResearchBULLETINS,ハTo.35,

Oct,工 魍8.

8)ASpecialStatementbytheCo㎜ittee。 ロAccountingProcedureAm¢ricanInstitute。f

Accountatns'Appropriation,NotChargとs,RecommendedToCoverInflatedReplacementCosゼ
,

TheJou「 欄'(ゾ ∠4`σρμη如 η⊂》㌧Vol.84,No.4.Oct1947幽p.289.
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た り,あ る い は,(2).「 合 理 的 な 」 見 積 額 を 超 え る 建 設 時 価 の 一 部 ま た は 全 部

を 表 し て い る,最 近 取 得 さ れ た 新 規 設 備 原 価 の 一 部 を 賦 課 し た りす る 実 務 の

妥 当 性 に 関 す る 会 員 宛 声 明 の 公 表 を 認 め た(Thecommitteeonaccounting

procedurerecentlyauthorizedtheissuanceofastatementtomembersof

theInstitutedealingwiththeproprietyofchargingtocurrentincome(a)

amountsinexcessofdepreciationbasedoncostofplantfacilitiestopro .

videfortheirreplacementathigherprices ,and(b)aportionofthecostof

・u・rentlyacquirednewfaciliti・ ・repre・entingp・ ・t・・all・ftheex,ess。f

currentconstructioncostsoveranestimated"reasonable"COST .)。 委 員 会 は,

現 在,そ の 声 明 を 研 究 公 報 と し て 公 表 す る の が 適 切 だ と 考 え て い る 。 委 員 会

の 声 明 は 以 下 の 通 りで あ る 。

1.ア メ リ カ 会 計 士 協 会 会 計 手 続 委 員 会 は ,最 近 の 急 激 な 物 価 上 昇 に か ん が み

て,生 産 設 備 の 取 替 の た め に 適 切 な プ ロ ヴ ィ ジ ョ ン を 行 う 問 題 に つ い て 徹 底

的 に 検 討 し た 。 問 題 は,よ り低 い 物 価 時 に 取 得 さ れ た 設 備 の 減 価 償 却 計 算 に

関 連 した 収 益 賦 課 に つ い て の 考 察 を 要 求 し て い る 。

2.委 員 会 は,経 営 者 に は ,生 産 設 備 お よ び 機 械 設 備 の 取 替 に 備 え る 義 務 が あ

る こ と を 承 知 し て い る 。 委 員 会 は,ま た ,利 益 報 告 と の 関 わ りで は,低 物 価

時 に 資 本 が 投 資 さ れ た 生 産 設 備 の 原 価 は,高 購 買 力 ド ル で 評 価 さ れ る の に
,

原 料 費 や 労 務 費 は,「 低 購 買 力 」 ド ル で 評 価 さ れ る 現 状 も承 知 し て い る 。 ま

た,確 か に,経 営 者 は,製 造 原 価,物 価 ,お よ び 経 営 政 策 と の 関 連 で 減 価 償

却 計 算 を 考 え る 場 合 に は,生 産 設 備 お よ び 機 械 設 備 が ,既 存 設 備 の 原 価 よ り

高 い 原 価 で 取 り替 え ら れ る 蓋 然 性 を 考 慮 す る 必 要 が あ る 。

3.委 員 会 は,生 産 設 備 の 原 価 と 時 価 と の 問 に 甚 だ し い 乖 離 が あ る 場 合 に
,経

営 者 が,高 物 価 時 で の 取 替 を 考 慮 し て,純 利 益 ま た は 剰 余 金 の 年 次 処 分 を 行

う こ と は 全 く 適 切 だ と 考 え て い る(Whentherearegr。ssd五screpanciesbe-

tweenthethecostandcurrentvaluesofproductivefacilities ,thecommittee

believesthatitisentirelyproperformanagementtomakeannual
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appropreationsofnetincomeorsurplusincontemplationofreplacementof

suchfacilitiesathigherpricelevels.)。

4.あ る筋 で は,問 題 は,当 期収 益 に対 す る減価 償 却賦 課 を増 や す こ とで 解 決

され る と言 わ れ て きた。 委 員会 は,こ れが,現 時 点 に お け る満足.のゆ く解 決

策で あ る とは考 え ない。 委 員会 は,一 般 目的 の ため の会計 ・財 務 報告 は,少

な くと も ドルが あ る水準 で 安定 す る まで は,原 価 に基 づ く減価 償 却 とい う一

般 に認 め られ た概念 を守 る こ とで,最 もよ くそれ らの 目的 を果 たす こ とにな

るだ ろ う と考 え てい る。 減価 償却 計 算 に際 して首尾 一 貫 して時 価 を認 識 す る

ため に は,全 て の資 産 に対 して正 式 に見積 時価 を記 録 す る真 剣 な一歩,お よ

び,新 しい価 値 〔見 積 時価 〕 に基 づ く継 続 的かつ 一 貫 した減価 償 却賦 課 とが

必要 で あ ろ う。 そ うい う正式 な一 歩 が な ければ,当 期 収益 に対 す る減 価償 却

賦課 額 の妥 当性 を判 断 す る客観 的な 基準 が ない こ とにな るだ ろ う し,記 録 さ

れ た利益 額 の意 味 もひ ど く損 なわ れ るだ ろ う。

5.他 の 会社 が 原 価 を 固 く守 って い るの に,い くつ か の 会 社 だ けが 見 積 価 値

〔見積 時価 〕 に基 づ い て減 価 償却 費 を計 上 して も,公 表 利 益 数 値 の有 用性 は

高 ま らな いだ ろ う。従 っ て,委 員会 は,認 め られ た会 計手 続 にお け る根 本 的

な変 更 の検討 は,少 な くと も,安 定 した物 価水 準が,全 ての 会社 が 同時 に こ

う した変 更 を行 うこ とに現実 性 を与 える まで は,始 め るべ きで は ない と考 え

る。

6.委 員 会 は,現 在 の物価 水準 に よ って引 き起 こされ た過 度 な また は異 常 な原

価 を表 す と考 え られ る額 を,当 期 収益 に賦 課 し,設 備 原価 を直 接 的 に切 り下

げ る事 に は不 賛成 で あ る。 しか しなが ら,委 員 会 は,通 常 以下 め耐 用 年数 を

持 つ 設備 につ い て は,経 済 的有 用性 に関連 した系統 だ った基 準 に基 づ い て適

切 に償却 され うる とい う事 実 に注 意 を喚 起 す る もので あ る(Thecommittee

disapprovesimmediatewrite-downsofplantcostbychargesagainstcur・

rentincomeinamountsbelievedtorepresentexcessiveorabnormalcosts

occasionedbycurrentpricelevels.However,theco血nitteecallsattention
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to the fact that plant5 expected to have le55 than normal useful life can 

properly be depreciated on a systematic basis related to economic 

usefulness.l dJ 

III 有形固定資産の取替費補充策の多様性の原因〔会計研究公報第34号〕

本稿の対象は，有形固定資産の取替費補充を目的とした減価償却政策である

が，これには 5つの形態が存在した。加速償却方式.追加償却方式，取替原価

償却方式，利益処分方式，そして，剰余金処分方式とである。別稿引で詳しく

分析したように，この 5つの形態は，損益計算の側面から，すなわち，収益賦

課か利益賦課かという観点から整理すると，加速償却方式，追加償却方式，取

替原価償却方式および利益処分方式の一部は収益賦課であり，利益処分方式の

一部および剰余金処分方式は利益賦課であった。そして，収益賦課たる追加償

却方式および取替原価償却方式は，公報第33号を受けて，収益賦課たる加速償

却方式と利益賦課たる剰余金処分方式とに二極分化し，また，利益処分方式は，

公報第35号を受けて，追加償却費を収益賦課と位置づけていた部分は加速償却

方式に，追加償却費を利益賦課と位置づけていた部分は剰余金処分方式に，二

極分化し，こうして，当初存在した 5つの形態は，収益賦課たる加速償却方式

と利益賦課たる剰余金処分方式とに収飲したのである。

ところが，以上の分析では，有形固定資産の取替費補充策として歴史的に存

在した 5つの形態を前提し，これらの形態が 2つの形態に収蝕するその原因を

示したにすぎず，出発点たる 5つの形態の存在理由の分析は放置されている。

結論から言えば 5つの形態は， リザ}ヴという用語の当時の多様な使われ方

と深い関連があると考えられる。そこで，本節では，まず， リザーヴという用

9) 拙稿「戦後アメリカ大企業に布ける減価憤却政策の展開ー一一加速償却会計と追加償却会計の事

例研究一一」会計第142巻第 5号. 1992年J1月。「追加償却会計と取魯原価償却全計」経済論叢第

148巻 4・5.6号， 1991年10. 11 . IZ月。「利益処分会計と剰余金処分会計」経済論叢第149巻 1

2・3号. 1992年 1・2. 3月。「利益処分会計の二極分化傾向」経済論叢第151巻 1・2・3号，

1993年 1・2・3月。
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語の当時の多様な使われ方を紹介した後で，このリザーヴとL、う用語の使用を

処分済留保利益に限定するべく公表された会計研究公報第34号「リザーヴとい

う用語の使い方についてJ(1948年10月)を紹介する。

1 実務におけるリザーヴという用語の多様な使われ方

有形固定資産の取替費補充を目的として減価償却政策を変更したアメリカ大

企業は，当時，リザーヴとL、う用語を 3つの意味で，すなわち，評価性引当

金たる減価償却引当金，負債性引当金，処分済留保利益を表すために用いてい

7こ。

まず. 1947年から加速償却方式を採用したクライスラ一社，同年追加償却方

式を採用し翌年に加速償却方式に転換したりパブリック・スティール社，およ

び同年取替原価償却方式を採用し翌年利益処分方式に転換したリベイ・オウン

ズ・フォード硝子会社の 3社は，いずれも. 1947年の段階では，減価償却引当

金を Jessreserves for depreciationと表示していた。また. 1947年に利益処分

方式を採用し翌年に加速償却方式に転換したサン・オイル社も. 1947年から

1949年までは，減価償却引当金を lessrese円 esfor depreciationと表示してい

た。また. 1947年に利益処分方式から剰余金処分方式に転換したアームストロ

ング・コルク社は. 1947年から翌年までは，減価償却引当金を lessreserves 

または reservesと表示していた。しかし，公報第34号が公表された翌年の

1949年に剰余金処分方式を採用し翌年には中止したグッドイヤー・タイヤー・

アンド・ラノミ一社の場合には，減価償却引当金を. less depre口atlOnと表示し

ていた。このように，公報第34号が公表されるまでは，大体において，有形固

定資産勘定控除科目たる減価償却引当金をリザーヴという用語で表示していた

と考えることができる。

次に. 1947年に取替原価償却方式を採用し翌年に加速償却方式に転換した

デュポン社は. 1946年から1950年までの間，減価償却引当金を，借方にではな

く，貸方に表示していた。 ζのことは，デュポン社が，減価償却引当金を，評
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価性引当金ではな く負債性引 当金 と位置づけていた と考 えられ るが,そ の場合

の繰 り入れ先 もリザー ヴ勘定で あった。

最後に,以 上 に紹介 した企業 のうち,剰 余金処分方式 と利益処分方式 を採用

した企業の場 合の追加償 却費の繰 り入れ先 に注 目す ると,サ ン ・オ イル社 も

アームス トロ ング ・コルク社 もまた グッドイヤー ・タイヤー ・ア ンド ・ラバー

社 も,貸 方 リザーヴ勘定 に 「有形固定資産の取替 のための リザー ヴ」(サ ン ・

オイル社)等 の項 目を創設 してそこに繰 り入れていた。剰余金処分方式の場合

には,こ の場合 の リザーヴ勘定 は,明 らかに,処 分済留保利益 を表 してい る。

しか し,利 益処分方式の場合 には,別 稿1。1で論 じたように,追 加償却費を収益

賦課 と位 置づけていた企業 と,利 益賦課 と位置づけていた企業が存在 したか ら,

前者 の場合 には,リ ザーヴ勘定 は,負 債性引当金であ り,後 者の場合 には,処

分済留保利益 であった ことになる。 また,取 替原価償却方式を採用 し,減 価償

却引 当金を負債性引当金 と位置づけていたデ ェポン社の場合には,追 加償却費

は,減 価償却引当金の繰 り入れ先 と同 じ貸方 リザーヴ勘定 に繰 り入れ られてい

たか ら,追 加償却費 を負債性引 当金 として位置づけていたことにな る。

以上詳 しく紹介 した ように,当 時,有 形固定資産の取替費補充を 目的 として

減価償却政策 を変更 したアメ リカ大企業は,評 価性引当金 たる減価償 却引当金

を リザーヴと表示 していた。 また,デ ュポン社 のように,減 価償却引当金 を評

価性引当金で はな く負債性引当金 と位置づけ,貸 方 リサー ヴ勘定 に表示 し,か

つ,追 加償却費 につ いて も貸方 リサーヴ勘定に繰 り入れていたか ら,こ の場合

の リザー ヴ勘定 も負債性 引当金であ った と考 えることがで きる。他方,剰 余金

処分方式や利益処 分方式を採用 した企業の場合には,貸 方 リサー ヴ勘定に新た

な項 目を創設 してそ こに追加償却費 を繰 り入れていた。 これ らの企業 のうち,

剰余金処分方式 を採用 した企業 の場合は,リ サー ヴ勘定を処分済留保利益 と位

置づ けていた と考 えられる。 しか し,利 益処分方式 を採用 した企業 の場合には,

追加償却費を収益 賦課 と位置づ けていた企業 と,利 益賦課 と位置づ けていた企

10)拙 稿 「利益処分会計の二極分化傾向」経済論叢第151巻1・2・3号,1993年1・2・3月。



追加償却会計および取替原価償却会計の二極分化傾向(89)89

業 とが存在 したか ら,前 者の企業の場合は,リ サー ヴ勘定を負債性引当金 と位

置づ け,後 者の企業の場合 は,処 分済留保利益 と位 置づけていた ことになる。

以上の ように,リ サー ヴとい う用語は,当 時,評 価性 引当金たる減価償却引

当金を表す場合,そ して,負 債性引当金 を表す場合,最 後 に,処 分済留保利益

を表す場合の3つ の場合 に用 いられていたのであ る。

2会 計研 究公 報 第34号 「リザ ー ヴ とい う用 語 の使 い方 につ い て」

(1948年10月)

ところで,公 報 第33号 が公 表 され た翌 年 の1948年 に公 表 され た公 報 第34号 の

目的 は,リ ザ ー ヴ とい う用 語 に関 して,「 財 務 諸 表 の よ り容 易 な理 解 に資 す る

で あ ろ う容 認 し うる定 義 や使 用 上 の 制 限 につ い て(astoacceptabledefinition

andtolimitationsonusagewillservetomakethe丘nancialstatementsmore

readilyunderstood)」 勧 告 を行 うこ とに あ った。つ ま り,公 報 第34号 の分 析 に

よれ ぽ,当 時 の実 務 で は,リ ザー ヴ とい う用 語 は,評 価 性 引 当金,負 債性 引 当

金,処 分 済 留保 利益,お よび,貸 借対 照 表貸 方 に創 設 され る リザー ヴ勘定 に対

応 す る損益 計算書 上 の賦課 とい う4つ の異 な る内容 を表 現 してい た 。そ の結 果,

「思 考 の明 瞭 さや 表 現 の正確 さが 損 な わ れ,利 用 者 に よ る財 務 諸表 の適 切 な理

解 が必 要 以上 に困難 とな って 」 いた ので,ア メ リカ会計 士協 会 は,公 報第34号

で,リ ザ ー ヴ とい う用語 の使 用 を,処 分 済留保 利 益 を指 す場 合 に限定 す る勧 告

を行 った ので あ る。公 報 第34号 は最 後 の段 落 で次 の よ うに述 べ て い る。

「す なわ ち,リ ザ ー ヴ とい う用語 の 会計 に お け る使 用 は,上 に提 示 した4つ

の意 味 の最 後 の 意味 に,つ ま り,資 産 の未 配 当部 分 が,一 般 的 また は特 殊 的

な 目的 の た め に保 持 また は留保 され て いる事 を示 す意 味 に,限 定 され るべ き

で あ り,資 産 か らの控 除や,特 定 の負債 のた め の プ ロヴ ィジ ョンを表 した り

す る よ うな貸 借 対 照表 で の この用語 の使 用,お よび,損 益 計算 書 で の この 用

語 の使 用 は,中 止 され るべ きで あ る。」11)

11>Reco㎜endationofCommitteeonTerminologジUseofTerm"Reserve"' ,ん ω蜘8R脅/
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また，公報第34号は，冒頭で， リザーヴ勘定の貸借対照表貸方での表示箇所

に関する混乱にも言及している。つまり，当時の実務では， リザーヴ勘定は，

多くの場合に，負債の部と株主持分の部との狭間に表示されていたのであるが，

この表示箇所については，公報第34号ではなく，その翌年の1949年10月に公表

された公報第39号「サープラスという用語の使用の中止」聞で，株主持分の部

での表示を勧告した。

次に，本稿の対象である 5つの減価償却政策を，追加償却費の繰り入れ先に

着目して再分類してみると，まず，加速償却方式と追加償却方式とは，収益賦

課たる追加償却費の繰り入れ先が，共に，借方減価償却引当金勘定であるから，

当該企業は，追加償却費を評価性引当金と位置づけていたと考えることができ

る。また，取替原価償却方式と利益処分方式の一部については，収益賦課たる

追加償却費の繰り入れ先が，借方減価償却引当金勘定ではなく，貸方リザーヴ

勘定であるから，当該企業は，追加償却費を負債性引当金と位置づけていたと

考えることができる。最後に，利益処分方式の一部と剰余金処分方式について

は，追加償却費の繰り入れ先は，同じく貸方りザーヴ勘定であるが，当該企業

が追加償却費を利益賦課と位置づけていたから，この場合のリザーヴ勘定は，

処分済留保利益であったと考えることができる。

このように， 5つの減価償却政策を，追加償却費の損益計算上の位置づけと

貸借対照表上の繰り入れ先とを総合して再分類してみると 5つの形態は， 3 

つの形態に，すなわち，加速償却方式と追加償却方式とは評価性引当金方式に，

取替原価償却方式と利益処分方式の一部は負債性引当金方式に，利益処分方式

の一部および剰余金処分方式は処分済留保利益方式に再分類することができる。

以上の事実および分析から，本稿が対象としている有形固定資産の取替費補

充策の多様性は，リザーヴという用語の，混乱しているとも言える多様な使わ

¥search BULLETINS， No. 34. Oc'. 194R， p. 274 

12) Recommenda tion of Subcommittee on Tenninology白Discontinuanceof the Use of the Term 

“Surplus"'， Accounting R酎 earchBULLETINS， NQ. 39， Oc'. 1949 
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れ 方 と深 い 関連 が あ っただ ろ うと推 測 され る ので あ る。

会計研 究公 報 第34号 の全文 は以下 の通 りで あ る。

「会 計で は,ワ ザ ー ブ とい う用 語 は,非 常 に異 な った,そ して,相 反 した意

味で 使 われ て い る。 その結 果,思 考 の 明瞭 さや 表 現 の正確 さが損 なわ れ,利

用者 に よる財務 諸表 の適切 な理 解 が必 要以 上 に困 難 とな って い る。 そ れ に加

えて,い わ ゆ る リザ ー ブ勘 定 の貸借 対 照表 上 で の掲記 お よび表示 方 法 の多様

さが,混 乱 を助 長 し,比 較 を困難 に して い る。そ こで,こ の用語 の使 い方 が

再 検討 され,財 務諸 表 の よ り容 易 な理解 に資す るで あ ろ う容 認 し得 る定 義 や

使 用一ヒの制 限 につ いて,勧 告 を して は ど うだ ろ うか。

財務 の領 域で は,リ ザー ブ とい う用語 は,特 別 な 目的 のた め に保持 な い し

留 保 され た特 別 な資 産 を表 すた め に用 い られ る。 これ は,例 えば,預 金 シス

テ ムで の使 われ方 と同 じで あ り,こ の場 合,リ ザ ー ブ とい う用語 は,会 員行

が,中 央 な い し リザ ー ブ銀 行 に預 金 を維持 す る よ う要 請 され る事 実 に 由来 し

てい る。 ま た,リ ザ ー ブ とい う用語 は,将 来 の発 展 に備 えて 保持 され る石 油

や ガス資源 の よ うな資 産 を指 す ため に も用 い られ る。以 上 の よ うな使 い方 は,

会計 上 の 問題 とは全 然 関係 が な い。 とい うの も,会 計 で は,預 金や 備 蓄資 源

は,そ れ らの性 格 に応 じて表現 され,特 別 な 目的 のた めの備 蓄ま た は預金 と

して言及 され るか らで あ る。

現 在 の会 計 実務 で は,リ ザ ー ヴ とい う用語 は,以 下 の4通 りの意 味 で使 わ れ

て い る。

1.こ の用 語 は,以 下 の2つ の控 除 を表 す ため に用 い られ て い る。(a)回 収 不 能

勘 定 の た め の リザー ヴ(areserveforuncollectibleaccounts)の 場 合 の よ う

に,実 現 可 能金 額 を算 出す るた め に,資 産 の額 面 か らな され る控 除。(b)減 価

償却 の た め の リザ ー ヴ(areservefordepreciation)の 場 合 の よ うに,将 来

の収益 に対 して適正 に賦課 しう る金額 を算 出す るため,償 却 また は収益 配分

され た(whichhasbeenamortizedorallocatedtoincome)原 価 部 分 を表 す,

資 産 の原 価 また は簿価 か らな され る控 除。 この意 味で の リザ ー ヴは,一 般 に
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は，評価性リザーヴ (valuationreserves) と言われ，普通は，貸借対照表

資産の部で控除される。

2 この用語は，以下の 3つの見積額を示すために用いられている。 (a)損害の

ためのリザーヴ (areserve for damages) の場合のように，不確定額に対す

る許容された負債の見積額。 (b)追徴税のためのリザーヴ (areserve for 

additional taxes) の場合のように 決着後の予想請求額の見積額。 (c)自家保

険のためのリザーヴ (areserve for self-insurance) の場合のように，承認

を要求するためには必要な発生が確実な負債または損失の見積額。これらの

リザーヴは，貸借対照表の負債の部の通常の負債のすぐ下，または，所有主

の部に含められる。保険の領域では，この用語は，上の意味では，将来の支

払いに応ずるために請求される保険料から成る総資産を示すために用いられ

る。

3.一般に認められ得る最善の実務とは言えないのだが.この用語は，時々，

損益計算書に掲記された多様な賦課を示すために使われる。これには，回収

不能勘定その他の原因の結果としての見積損失，減価償却，減耗償却，特別

償却，予想損失，特別偶発損失等が含まれる(includingestimated losses as 

a result of uncoJlectible accounts and other causes， depre口ation，depletion， 

amortization， probable losses， speci丘ccontingencies， and similar items)。こ

こでは，この用語が，それによって貸方項目としてのリザーヴが創設される

賦課に関連している点に注意を喚起しておきたい。

4. この用語は， (a)改良または設備拡張 (bettermentsor plant extensions) ， 

(b)設備取替のための過大な原価 (excesscost of'replacement of property)， 

(c)将来予想される棚卸損失 (possiblefuture inventory losses) ，または(d)一

般偶発損失 (generalcontingencies) のためのリザーヴの場合のように，表

示価額での純資産のうちの未配当または未特定部分が，特定目的のために保

持または留保されている事を示すために使われている (isused to indicate 

that an undivided or unidenti五edpo口ionof the net assets， in stated amount， 
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isbeingheldorretainedforaspecialpurpose)。 この意 味 で は,リ ザ ー ヴは,

しば しば,留 保 利 益 の処 分(anappropriationofretainedearnings)と 言 わ

れ る。

辞書 で は,リ ザ ー ブ とい う用 語 は,一 般 に,ま た,事 実 上,こ の用 語 の も と

も との意 味 で,す なわ ち,一 定 の 目的 や,し ぼ しぼ緊急 事 態 の ため に保 持 ま た

は留保 され た物 と して定義 され て い る。だ か ら,上 の 第2段 落 目で言 及 した広

義 の使 い方 は,こ の用 語 の一 般 的 な理解,す なわ ち,一 定 目的 のた め に保持 ま

た は留 保 され た特 別 の資産 を表 す ものだ とい う事 を明確 に反 映 してい る。 しか

し,こ の意 味で この用 語 を使 う機 会 は明確 に限定 され てお り,特 定 の 資 産が特

定 目的 の た め に分 離 また は保持 され る場合 には,会 計 で は,備 蓄,預 金,仮 投

資等 の用 語 を使 って 表現 す る。 これ らを リザー ブ とい う用 語 で統 一 的 に表現 す

る事 は可 能 で あ るが,会 計 の領 域 で の定義 問題 とは別 の 問題 であ る。

上 に提 出 され た この用 語 の一 番 目の使 用 法 は,明 らか に,こ の用語 の一般 に

受 け入れ られ てい る意 味 に 反す る よ うであ る。い わゆ る貸 倒 また は減 価償 却 の

ため の リザ ー ヴは,そ れ 自身 と しては,特 定 また はそ の他 の形 で の,特 定 目的

のた め の資 産の 留保 ま たは保 持 を含 んで い な い。 む しろ,そ の機 能 は,特 殊 な

原 因 に よ る資産 の減 少 額 を示 す事 にあ り,し た が って,こ の領域 で のいわ ゆ る

リザ ー ヴの使 用 は,本 質的 には,測 定 の一過 程 を示 してい る。英 国会社 法 の 最

近 の修正 過 程 で,英 国 の会 計士 は,リ ザ ー ヴとい う用 語 の多 様 な使 用 法 に困 惑

してい た よ うだが.彼 らの勧 告 の結 果,今 で は,こ の種 の いわ ゆ る リザ ー ヴは,

プ ロヴ ィジ ョ ンと表現 され るべ きだ と規定 され る よ うにな った。 この規 定 が改

善で あ るか どうか は疑 わ しい。 とい うの も,ど んな プ ロヴ ィジ ョンも,必 然 的

に,ま た,結 局 は,資 産 の 配 分 ま た は 区 分(theallocationorsegregationof

assets)に よ って設 定 され る他 な いか らで あ る。 明 らか に,こ の領 域 か ら リ

ザー ヴ とい う用 語 を追 い 出す 事が 得 策 だ ろ う し,リ ザ ー ヴ とい う用語 は,測 定

過程 で あ る事 を示 す,た とえば,「 見積 回収不 能 控 除額 」 とか,「 回収 見積 損 失

控 除額 」 とか,「 償 却累 計控 除 額」 とか の用 語 で取 り替 え られ る べ きで あ ろ う
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(While it seems clearly advisable to drop the term reserve in this area， it 

should be replaced by terms which indicate the measurement process， i. e.， 

such terms as “less estimated uncollectibles，"“less estimated losses in collec-

tion，"“less amortization to date，" etc.)。

上に提出された 4つの会計的使用法の第 2番目もまた，この用語の一般に受

け入れられている意味に反している。もちろん 貸借対照表上のどのような負

債も，資産の一定部分が負債の返済のために要求されるという事の表明だとも

言い得る。この場合には，この表示は，プロヴイジョンまたはリザープと見な

されるかもしれない。しかし，明らかに，この表示は，所有主投資または純資

産を算出するために必要な控除である債務それ自体を示していると見なすのが

望ましL、。だから，リザーブとして表現されたこの領域での諸項目は， I見積

負債」とか「見積られた額の負債」のように表現される方がよいだろう c

上に提出された 4つの使用法の 3番目の使用法は，異なった事柄を含んでい

る。というのは，それは，貸借対照表問題というよりは損益計算書問題だから

である。ある意味では，減価償却のための賦課のような，損益計算書における

この種の賦課は，それが収益の形で受け取られた現金その他の資産が，示され

た範囲内で，特定目的のために使用または集中させられるへき事を示している

限りでは，確かに「リザーヴ」である。しかし，これらの賦課の基本的な目的

は，利益測定であり，そして，これらの賦課を，原価や費用や損失と呼ぶ事，

つまり，利益測定の諸要素と見なす事は，とれらの賦課を，リザーヴと呼ぶ事

より，明らかにずっと理解しやすい事は明らかだろう。これらの賦課をリザー

ヴまたはプロヴィジョンと表示する事は 減価償却会計の機能が取替にある事

を示唆するだけでなく，さらには，プロヴィジョンは見積将来原価に基づくべ

きだと示唆する事につながる。だから リザーヴという用語を損益計算書で使

うのを止める事が望ましいと思われる (Thedescription of these charges as 

reserves or provisions suggests not only that the function of depreciation 

accounting is one of replacement， but in addition leads to the suggestion that 
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the provision be basecl upon estimated future cost. It seems desirable accor 

dingly that the use of the term rescrvc in the income statement be 

discontinued.) oJ 

このリザーブという用語の一般に認められた意味は，上に提出された 4つの

使用法のうちの最後の使用法，つまり，特定目的のために保持または留保され

た，特定されないまたは区分されない資産の一定額の表示に，まさしくぴった

りと一致している。多様な目的のための資産の留保は，会社経営および財務の

重要な側面であるが，留保は，普通，区分を含まない。だから，この意味は，

この用語の会計上での基本的な意味として採用きれるべきだし，との用語の他

の意味での使用は止めるべきである。英国の会計士が， 1947年の英国会社法改

訂の際に，この用語をこの領域へ限定するのに成功した事は，特筆すべき事で

ある。

すなわち，リザーヴという用語の会計における使用は，上に提示した 4つの

意味の最後の意味に，つまり，資産の未配当部分が，一般的または特殊的な目

的のために保持または留保されている事を示す意味に，限定されるべきであり，

資産からの控除や，特定の負債のためのプロヴイジョンを表したりするような

貸借対照表でのこの用語の使用，および，損益計算書でのこの用語の使用は，

中止されるべきである。 (To刊 mmarize，it is recommended that the use of 

the term reserve in accounting be limited to the last of the four senses set 

forth above， i. e.， to indicate that an undivided portion of the assets is being 

held or retained for general or speci五cpurposes and that the use of the term 

in the balance-sheet， in describing deductions from assets or provisions for 

particular liabilities and in the income statement be discontinued.) J 

また，リザーヴ勘定の株主持分の部での表示を勧告した会計研究公報第39号

の当該部分は以下の通りである。

「リザーヴとしての処分済留保利益は，留保利益の一部であることに変わり

はない。また，一般偶発損失，見積将来棚卸損失，減債基金等のためのリ
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ザ ー ブ の よ う な,明 ら か に 留 保 利 益 の 処 分 ま た は 区 分 で あ る リ ザ ー ヴ は,株

主 持 分 の 部 に 含 め ら れ る べ き で あ る 。(Retainedincomeappropriatedasa

reserveneverthelessremainspartofretainedincome,andanyreserves

whichareclearlyappropriationsorsegregationsofretainedincome,suchas

reservesforgeneralcontingencies,possiblefutureinventorylosses,sinking

fund,etc.,shouldbeincludedaspartofthestockholders'equity.)」13)

IVお わ り に

本稿 では,有 形固定資産 の取替費補充を 目的 とした5つ の減価償 却政策の う

ち,追 加償却方式 と取替原価償却方式 とが加速償却方式 と剰余金処分方式 とに

二極分化 した原因,お よび,有 形固定資産の取替費補充 を目的 とした減価償却

政策の多様性の原因を明らか にした。追加償却方式 と取替原価償却方式 とが二

極分化 した原因は,ア メリカ会計士協会が,会 計研究公報第33号 で,有 形固定

資産の取替費補充策 として,純 利益 または剰余金の年次処分 を勧告 しつつ,追

加償却方式 と取替原価償却方式 とを否認 し,加 速償却方式を容認 し,結 果 とし

て二元 的な態度を とったためだと考 えられる。他 方,有 形固定資産の取替費補

充 を目的と した減価償却政策の多様性の原因 としては,リ ザーヴとい う用語 の,

混乱 している とも言 える多様 な使われ方 との深い関連 を指摘 しておいた。

以上で,私 が研究対象 とした,1947年 か ら1949年 にか けてアメリカ大企業の

一部で行われた有形固定資産の取替費補充 を目的 とした減価償却政策の分析 は

一応 の完結 をみた。

13)」 胡 己,PP,297-298,


